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教員発注制度について                        

                                   
 本学は研究・教育の実態に合った専門性・迅速性のある柔軟な発注が行えるよう、購

買業務プロセスの改革の一環として、平成２２年４月１日から一定の範囲内において教

員による発注が可能となりました。  
なお、今回の教員発注の制度化は、平成２４年４月１日からの教員発注の全学的移行

に向けた準備期間として、各部局長等の判断で教員に対し発注等の権限を委任できるよ

う学内規程を整備したもので、理学研究科等においては、調達プロセスの見直し及び関

係要項等の改正を図り、平成２３年４月１日より教員による発注を実施することとした

ものです。  
  
■事務発注と教員発注 

 
 購買業務の制度改正により、教員等が業者へ直接発注を行うことが可能となったこと

で、教員等の皆さまは、これまで行ってきた事務発注と新たな教員発注のいずれかの手

続きにより物品等を購入することが出来るようになりました。  
 しかし、事務発注の場合と教員発注の場合とでは契約・発注までの手続きが異なりま

すので、その内容をご確認願います。  
 
①事務発注の場合 

 教員等が購入を希望する物品等を、各専攻等事務室へ契約手続きを依頼する手続き  
 
 
 
 
 
 
 
②教員発注の場合（一定の範囲内において） 

 購入を希望する物品等が、教員等が発注可能な範囲（金額・対象案件）であり、教員

等自らが契約・発注を行う手続き  
 
 
 
 
 
 

  教員等       事務      教員・事務       事務  

購入依頼  契約・発注  納品・検収 債務計上
（購入依頼書・支払

証憑確認、債務計上

票作成、決裁等）  

支払
（出金手続き）  

  教員等           教員・事務          事務  

契約・発注  納品・検収 債務計上
（購入済報告書・支

払証憑確認、債務計

上票作成、決裁等）

支払
（出金手続き）  
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■教員等発注の範囲（発注権限を委任する範囲） 

 

 教員等が発注を行える範囲は、以下のとおりです。  

※主な事例  
  〈物品の購入〉  
    文具類、研究用機材、パソコン等  
  〈役務（サービス）提供〉  
    物品の修理、設備の保守、宅配便、印刷、製本  
    英文校正、物品の借上げ  
 

  ※対象案件について不明な場合は、その都度、専攻事務室会計担当係又は経理課用

度係、施設管理係へご確認下さい。 

 

【発注の可否例】  

 
 

【分割発注となる事例】   ※「経理執行ハンドブック」改訂版より抜粋 

×複数の機器から構成されるシステム（総額２４０万円）を調達する  にあたり、本体（１
４０万円）と附属機器等（１００万円）に分割し、教員自らがそれぞれ個別に発注した。  

 

 

 

  
 
 
 
 

 
 

区 分  教員発注が可能な範囲  備  考  

金  額  
１件の契約金額が１５０万円を

超えないもの  
本来１件の契約として取引でき

るものを意図的に分割して発注

を行うことは認められません。  

対象案件  物品の購入、役務の提供等  －  

文具類  12,600 円（税込）× 100 個＝1,260,000 円  →OK 

パソコン  756,000 円（税込）×   2 台＝1,512,000 円  →NO 

○○システム  1,890,000 円（税込）×   1 台＝1,890,000 円  →NO 

△△システム一式 

総額 240 万円 

140 万円 

100 万円 
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×同一の研究目的で使用する実験機器を複数台（総額３６０万円） 調達するにあたり、
発注日を数日ずらし、教員自らが個別（１台当  たり１２０万円）に発注した。  
 

 
 

 

 

 

 

 

◇発注できないもの  
 
以下のものは、金額等にかかわらず教員等は発注することができません。  

対  象  備  考  

①建物・構築物等の修繕及び工事  －  
②複数年度に亘り支払義務が生じるもの －  
③契約書を取り交わす必要があるもの  ・法令等で契約書の作成を義務付けられてい

る場合（派遣業務、産業廃棄物処理等）  

・契約相手方より契約書の取り交わしを求め

られた場合  
④全学で一括契約を行っているもの  
 （遠隔地を除く）  

※別表１参照  

※単価契約で、契約相手方・契約金額（単価）

決定した後に、契約の定めに基づき発注す

ることは差し支えありません  

総額 360 万円 

140 万円 
○月 3 日発注 

120 万円 
○月 10 日発注 

120 万円 
○月 13 日発注 

□１件の契約が１５０万円を超えるものや、上表の教員等が「発注できないもの」

については、従来どおり「購入依頼書兼支出契約決議書」に基づき事務発注となりま

す。  

□研究プロジェクト等に係る経費執行において、研究に使用する消耗品や装置等を

購入する計画が当初よりある場合、本来ひとつの契約として調達することが可能

なものを複数回に分けて手続きすることは認められませんのでご注意願います。

注意 

注意 
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（別表１：東北大学一括契約一覧）  

品     名  
重油  窒素ガス、アルゴンガス※  
ポラロイドフィルム  液化ヘリウム※  
共通自動車乗車券利用  ヘリウム※  
ガソリン  液化窒素※  
軽油  白灯油  
複写機（賃貸借・保守）  リサイクルＰＰＣ用紙  
個人線量当量測定  封筒  
一般廃棄物収集運搬業務  新聞  
医療用廃棄物収集運搬業務  高速道路通行料  
トイレットペーパー  ＮＨＫ受信料  
試験研究用アルコール  事務用参考図書  
消防用設備等点検業務  エレベータ保守  

※印の品名については、単価契約で、契約相手方・契約金額（単価）決定した後に、  

契約の定めに基づき発注することは差し支えありません  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

□上記事項以外でも、外部資金等では資金毎に独自の契約手続き（ルール）を設け

ている場合がありますので、ご注意願います。（以下の表参照）  

注意 
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■教員等へ委任される権限 

 

 教員等が発注手続きを行うために、理学研究科等の予算責任者（理学研究科長、各セ

ンター長等）及び経理責任者（事務部長）は、教員等に対して下記の権限を委任します。  
 

委任する権限  権限者  権限（手続）内容  

予算執行に係る意志決定の権限  
【購入物品及び数量等の決定権

限】  

予算責任者  
（ 理 学 研 究 科

長、各センター

長等）からの委

任  

教員等は、年度計画内の執行で

あること、かつ、予算残額の範

囲内であり、権限の委任された

範囲内であることを確認の上、

購入物品及び数量等を決定する

権限を有します。  

契約締結に係る意志決定の権限  
【契約相手方及び契約金額等の

決定権限】  

経理責任者  
（事務部長）か

らの委任  

教員等は、徴取した見積書を比

較し、最も安い価格を見積った

業者を契約の相手方として決定

する権限を有します。  
※権限の委任手続きは、部局毎に定めている「決裁権限に関する要項」の改正により

整理されています。（別紙１ 要項改正イメージ参照）  
  ①「理学部・理学研究科決裁権限に関する要項」  
  ②「電子光理学研究センター決裁権限に関する要項」  
  ③「ニュートリノ科学研究センター決裁権限に関する要項」  
  ④「学術資源研究公開センター（史料館除く）決裁権限に関する要項」  
 
 
 （教員発注の場合の調達プロセス）  
 
 
 
 
               【教員発注のフロー】 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

教員等  
発 注  

【事務・教員】

納品・検収  
 

【理・事務】
債務計上  

（支払手続き）

【本部事務】

支払  
（出金手続き）

 
【予算執行に係る意志決定】        【契約締結に係る意志決定】 
 
 
 
 
          ※見積書の徴取省略も可能 
                            

購 入 物 品 及
び 数 量 等 の
決定 

業 者から見
積書を徴取 

契約相手方
及び契約金
額の決定 

契約締結 
・発注 

購入済 

報告書作成 

財源の特定  
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■発注者の義務と責任 

 

 権限を委任された教員等には、以下の会計上の義務と責任が生じることをご理解願い

ます。  
 

事  項  備  考  

本学会計規程等に準拠した善良

なる管理者の注意義務  
－  

故意又は重大な過失により、会計

規程等に違反し本学に損害を与

えた場合の弁償責任  
－  

・不要、不急の調達ではないか※１  
・社会通念上必要とされる範囲のものか※２  
・恣意的に分割発注していないか  

発注に係る説明責任  
・競争的資金等を経費とする発注については、こ

れまで以上に経費毎の使用制限内容について

ご確認いただき、使用ルールを遵守願います。

・経理責任者（事務部長）から契約に係る権限を

委任された場合、教員等（発注者）が職務とし

て発注業務を行うことにより、契約相手方（業

者）が本学職員倫理規定上の利害関係者となり

ますので、別紙２に記載された“利害関係者と

の間における禁止行為”を行うことの無いよう

ご注意願います。  

本学職員倫理規程等の遵守  

・契約相手方（業者）との関係につき、利益相反

申告基準に該当する場合には申告の必要があ

りますのでご留意願います。  
 
※１不要、不急の調達ではないか 

  競争的資金等を含む研究経費の執行にあたり、特に年度末においての予算の使い切

りのために、研究課題の遂行に直接必要のないものや購入時期等の関連性に疑義を

抱かれるような調達を行うことが無いよう、計画的な執行に努める必要があります。 

 

※２社会通念上必要とされる範囲のものか 

  東北大学が執行する経費は、主に国民の税金を原資とする公費及び学生が納付する

授業料等から賄われています。このため、調達する案件のものが教育・研究の業務

に必要なものかどうかの疑義等に対し、十分に説明責任を果たせるよう購入手続き

に努める必要があります。 
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【補足】 
 １．「教員等」の定義について 

   ◆教員発注において、「教員等」とは、以下の者を対象としています。  
    ①本学所属の教職員  
    ②本学所属の教職員以外の者で、予算責任者から予算の配分又は他機関から補

助金の交付を受けた者（大学院生、学振特別研究員等）  
 
 ２．教員等の発注権限について 

   ◆教員発注は、「決裁権限に関する要項」で権限が委任された教員等で、かつ予算

責任者から予算の配分を受けた者が、配分された予算額の範囲内で行うことが

原則となっています。   
    すなわち、予算の配分を受けていない者は、発注を行うことは出来ないことと

なりますので、ご注意願います。（予算の確認（根拠）なしに執行することは認

められません。）  
 
   ※予算の配分を受けている教員等が、購入の手続きをしなければならなかったが、

業務等で忙しく、直接発注する時間も無い場合など、同じ研究室の教員や事務

補佐員（秘書）等に購入の手続きを指示するケースなどが想定されます。  
    この場合は、権限の委任を受け、かつ、予算の配分を受けた教員等の責任及び

管理のもとで行われた教員発注の行為として運用いたします。  
※指示を受けた事務補佐員（秘書）等が発注手続きを行うにあたっては、教員等

の責任及び管理のもとであるとはいえ、教員発注に係るルールを良く理解し、

適切に経理処理を行わなければならないことを強く認識してください。  
 
３．請求書について 

   ◆請求書は支払手続きを行うにあたって、振込先等の支払内容の確認及び本学の

債務額を確定するために必要な書類ですので、発注の際、取引業者にあらかじ

め下記事項を周知することに留意願います。  
    ①納品後は速やかに請求書を提出すること  
    ②支払済通知書に記載するため、請求書には請求書番号を記入すること。  
 
 ４．支払期日について 

  ◆「支払は原則として請求書受理月の翌月２５日までに支払うものとする。」と本

学の取扱いになっていますが、効率的な会計処理の面からは、速やかに支払を

行うことが望ましいと言えます。このため、請求書を受領したら、速やかな書

類の提出をお願いします。  
  ◆支払処理については、予め処理日が設定されているため、契約相手方に対し、

安易に支払期日を約束することなどないようご注意願います。  
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【注意事項】 
  
教員発注の手続きにおいて、クレジットカードによる支払手続きは含んでおりません

のでご注意願います。  
本学の支払手続きは、請求書による支払が原則となっておりますので、むやみにカー

ドや現金で立替払いをすることのないようお願いいたします。  
また、立替払いについても、以下のとおり本学の取扱いを定めておりますので、ご確

認の上、手続き方よろしくお願いいたします。  
 
 
立替払い 

 
立替払いとは、教育研究等の業務遂行上やむを得ない場合において、教職員等が一時

的に支払を行い、後日、大学にその代金の請求を行う手続です。  
 
 本学では、立替払いを行うことが可能な案件は以下のとおりとなっています。  

 

 

立替払いは、あくまで例外的な支払手続きとなります。  
緊急性や前払いが必須である等では、立替払いの理由として認められませんの

で、安易に立替えを行うことのないようご注意願います。  
（不明な点は、各専攻等事務室会計事務担当係へご相談下さい）  

 
 
◆立替払いの手続き  
 （１）検査  
   立替払いを行った際は、購入した物品や役務の提供に対して、通常と同様に、検

査（検収）を実施しますので、各専攻等事務室会計担当係で検査を実施して下さ

い。  
   ※検査は、納品、役務の提供後速やかに実施して下さい。  
 
 

①現地にて現金払いをせざるを得ないもの（例：講習会のテキスト代、官公庁等の手数料等）

②外国で支払う諸経費  
③外国人研究者を招聘する際の旅費・謝金  
④学会の年会費  
⑤学会の参加料、登録料  
⑥外国の業者との取引で外国送金が必要なもの（学術誌への論文投稿手数料や別刷代金等）

⑦その他、部局長が必要であると認めたもの  

注意 
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（２）請求手続き  
   立替払いをした者は、納品・役務の提供を受けた日から２週間以内に各専攻等事

務室会計事務担当係へ別紙５の「立替払請求書」を提出して下さい。  
   立替払いの請求書には、以下の書類の添付が必要となります。  

証拠書類  具体例  

支払いの事実を確認できる書類  
・領収書、レシート  
・クレジットカードの利用明細書（請求書）  
・銀行振込、郵便振込の明細票  

立替えた経費の内容が確認できる

資料  

・納品書や物品の送り状  
・請求書、ＩＮＶＯＩＣＥ  
・カタログ  
・印刷物の場合は、現物又は写し  
・インターネットでの申込等をした場合は、その

画面を出力した書類  
・学会参加費は、旅行報告書（写）や学会のプロ

グラム等  
・学会年会費は、学会からの請求書や納入の依頼

書等  
 
 （３）立替払いの承認  
   各専攻等事務室会計事務担当係は、提出された立替払請求書及び添付書類につい

て、予算額の範囲内であるか、立替払いの対象案件であるか等を確認し、立替払い

の承認手続きを行います。  
   （承認は、予算責任者（委任を受けた権限者＝事務職員）の決裁となります。）  
 
〈留意事項〉  
 ◇立替払いの承認に際して、立替払いの対象外のものである等、大学で経費を負担す

べきでないと判断されたものは、私費扱いとなりますので、注意願います。  
 ◇立替払請求による支払手続は、月１回、月末締め翌月２５日払いとなります。  
◇立替払いの請求手続きは、納品後２週間以内に行うこととしておりますが、年度末

については、支払手続きが可能な期間が限られていますので、納品後速やかに請求

手続きを行って下さい。期限等については、事前に会計担当係へお問い合わせ下さ

い。  
 ◇年度内に立替払請求が遅延した場合は、請求遅延の理由書を会計担当係に提出し、

部局長（予算責任者）の承認を受ける必要があります。  
 
 
  ※その他、不明な点等については、各専攻等事務室会計担当係又は経理課用度係等

へお問い合わせ下さい。  
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（様式）購入済報告書等について 
 
 教員等が物品等を購入しようとする場合、教員発注又は事務発注の実施方法により使

用する様式への記入方法が異なりますので、ご注意願います。  
 
 使用する様式は以下のとおりです。  
 記入方法等については、記入例を参考として下さい。  
 
 □教員発注の場合 → 購入済報告書（支出契約決議書兼購入済報告書）別紙３－１ 

 
教員等が契約手続きを行ったその物品等について、その品名（件名）や規格、数量、

契約金額、契約相手方、購入財源となる予算科目等を当該様式に記入し、会計事務

担当者へ提出します。  
提出の際には、必要に応じて見積書、カタログなど関係書類を添付します。  

 

 □事務発注の場合 → 購入依頼書 （購入依頼書兼支出契約決議書）別紙３－２ 

 
教員等が購入を希望する物品等について、その品名（件名）や規格、数量、購入財

源となる予算科目、予定購入価格等を当該様式に示し、事務担当者へ契約手続きを

依頼します。  
このため、物品購入、役務の提供を受ける、修理などの手続きを依頼する場合は、

契約手続きを行う事務担当者が、購入依頼者の依頼内容に基づき、適切な手続きが

行えるよう必要事項及び情報等の記載をお願いします。  
また、購入依頼の際は必要に応じて、見積書、カタログなど関係書類を添付します。  

 
 
（共通）  
※購入済報告書及び購入依頼書には、品目毎の内訳を記載することに代えて、業者か

ら徴取した見積書を添付しても差し支えありません  
※納入業者が特定される場合は、納入業者欄に当該業者を記載して下さい。特に指定

の無い場合は、契約事務担当にて納入業者を決定します。  
※納入場所欄には、購入物品等の納品（使用）場所、修理等備品が設置してある場所

等正確に記載願います。  
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物品購入等の基本的な流れ 
【教員等発注の場合】 

 
理学部・理学研究科 中央事務部 

（経理課） 各専攻等事務室 教職員等 
業 者 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※検査の確認 

※債務計上票起票 

 
 
 
 

 
  
 
 
  
 
  

 

※購入済報告書の作成・提出 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

※現物と発注書類
等を確認し、納品
書に受領確認の
記録を行う  

 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
※納品は必ず各専攻等事務室（検収担当係）で現物の検査を行い、検収担当者の確認

印（検収印）を受けます。 

確認印（検収印）がない納品書は支払が出来ませんので、ご注意願います。 

 

納品検査  
 
 

〈検収担当係〉  

⑥受領（確認） 

債務計上処理伝票確認・決裁

発注内容確認

１件の 契 約
金 額 が 150
万 円 を 超 え
ないもの  

伝票確定処理  

本 部  
 支  払  
（出金手続き） 

納品書  

購 入 済 報 告
書  

②契約手続 

①財源等確認 

③発  注 

④購入済報告書  

納品書等書類の
提出  

見積書  

債務計上票  

納品書  請求書  

見積書  

購入済報告書

請求書  

⑤検査の記録 
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 教員等による発注手続きについては、以下のとおりとなります。  
  
①財源等の確認（購入物品及び数量等の決定【予算執行に係る意志決定】） 

物品など購入（役務等を含む）を予定している教員等は、購入財源を特定し、年度計

画内の執行であること、かつ、予算残額の範囲内であり、権限を委任された範囲内で

あることを確認の上、購入物品及び数量等を決定します。（予算照会システム等により、

購入財源となる予算種目の予算残高を確認し、予算の範囲内であるか検討する。）  
 
②契約手続き（１件の契約金額が１５０万円を超えないもの） 

□見積書の徴収 

教員等は調達が可能な複数の業者へ、調達する品目、規格、数量及び納入期限、納

入場所等の諸条件を伝え、見積書を徴取します。なお、本学では予定価格が１５０

万円を超えないものは、見積書の徴取を省略できることとなっています。  
 □契約相手方及び契約金額の決定【契約締結に係る意志決定】 

  教員等は、徴取した見積書を比較し、最も安い価格を見積もった業者を契約の相手

方として決定します。  
③発注 

教員等は、契約相手方及び契約金額の決定後、契約相手方に対し発注を行います。  
発注は、契約相手方との発注内容について合意のもと、発注書（別紙４）、Ｅメール、

電話、口頭等の適宜の方法で行って下さい。  
 
④購入済報告書の作成・提出 

教員等は、発注後、「支出契約決議書兼購入済報告書」（別紙３－１）を作成し、見積書等

の関係書類を添付の上、各専攻等事務室会計担当係へ提出します。  
 提出時期は、発注後速やかに提出されることが望ましいが、業務の効率化の観点から、

納品・検収後に検収済みの納品書及び請求書を合わせて提出しても差し支えないこと

とします。  
 

納品検査（検収） 

納品検査（検収）とは、納品された現物と納品書、発注書類との照合を行い、発注ど

おりの納品又は役務の提供等がなされたことを確認する行為です。  
 検査（検収）は、以下の手続きにより完了します。  
⑤検査の記録（各専攻事務室職員等・検収担当者が実施します）  
納品された現物が納品書に記載されているものと同じであるかを確認する行為です。  

⑥受領の確認（購入依頼者又は発注者等が確認します） 

納品された現物が発注書類に記載されているものと同じであるかを確認し、現物を受

領する行為です。納品書へ受領確認の押印（サイン）及び日付を記入します。  
□検査の確認（各専攻事務室職員等が確認します）  
 「検査の記録」と「受領の確認」がなされた納品書と発注書類を照合・確認する行

為です。  
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【事務発注の場合】 

 
理学部・理学研究科 

中央事務部 
各専攻等事務室 教職員等（購入依頼者） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※検査の確認 

※債務計上票起票 

 
 
 
 
 

 
 
   
 
 
 ※購入依頼書の作成・提出 

 
 
 
 
 
 
※現物と発注書類等を確認
し、納品書に受領確認の記
録を行う 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
※納品は必ず各専攻等事務室（検収担当係）で現物の検査を行い、検収担当者の確認

印（検収印）を受けます。 

確認印（検収印）がない納品書は支払が出来ませんので、ご注意願います。  

②購入依頼 ③購入内容等承認

契約手続 

発 注 発  注 

予定価格
が 150 万
円を超え
るもの  

納品検査  
 
 

〈検収担当係〉  

④検査の記録 ⑤受領（確認） 

債務計上処理伝票確認・決裁

契約手続 

予定価格
が 150 万
円を超え
ないもの  

伝票確定処理  納品書等書類の
提出  

購入依頼書  

納品書  

①財源等確認 

本 部  
 支  払  
（出金手続き） 

債務計上票  

納品書  請求書  

見積書  

購入依頼書  
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 正しい経費執行の手続きを理解し、予算管理を適切に行うとともに、年度末に偏らな

いよう計画的な執行に努めるようお願いします。  
 
①財源等の確認 

物品など購入（役務等を含む）を予定している教員等は、購入財源を特定し、予算照

会システム等により、購入財源となる予算種目の予算残高を確認の上、予算の範囲内

であるか検討します。  
 

②購入依頼 

教職員等は、購入を希望する物品等について、その品目、数量、購入財源となる予算

科目及び予算額等を示した「購入依頼書兼支出契約決議書」（別紙３－２）を作成し、

各専攻等事務室会計担当係へ契約手続きを依頼します。  
 
【事務部での手続き】 

③購入内容等の承認【予算執行に係る意志決定】 

 購入依頼のあった物品等が年度計画内の執行であり、予算残額の範囲内であることを

確認の上、予算責任者（権限委任者）が承認を行います。 

□契約手続き（支出契約決議）【契約締結に係る意志決定】  
予定価格が１５０万円を超えない場合  
各専攻等事務室で契約相手方や契約金額について契約締結の意志決定を行います。  
予定価格が１５０万円を超える場合  
予定価格が１５０万円を超える場合は、中央事務部用度係、施設管理係又は本部契

約担当部署において、入札や見積合わせの結果に基づき、契約相手方や契約金額に

ついて契約締結の意志決定を行います。  
□発注  
契約担当者は、支出契約決議の決裁により決定した契約条件、金額に基づき、決定

業者へ発注を行う。  
 
納品検査（検収） 

納品検査（検収）とは、納品された現物と納品書、発注書類との照合を行い、発注ど

おりの納品又は役務の提供等がなされたことを確認する行為です。  
  検査（検収）は、以下の手続きにより完了します。  
④検査の記録（各専攻事務室職員等・検収担当者が実施します） 

納品された現物が納品書に記載されているものと同じであるかを確認する行為です。  
⑤受領の確認（購入依頼者等が確認します） 

納品された現物が発注書類に記載されているものと同じであるかを確認し、現物を受

領する行為です。納品書へ受領確認の押印（サイン）及び日付を記入します。  
□検査の確認（各専攻事務室職員等が確認します）  

 「検査の記録」と「受領の確認」がなされた納品書と発注書類を照合・確認する行為

です。
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【参考】契約手続きの概要 
 
 
 教育や研究等の業務に必要な物品等を購入（契約）する場合は、予定価格（参考見積

額等）の基準金額により契約の手続方法等が異なりますので、下記を参照の上、適切な

手続きをお願いします。  
 なお、配分された予算は計画的な執行に努めるとともに、年度末において不要な契約

とならないようご注意願います。  
 また、競争的資金による経費財源については、経費の執行範囲が限定される場合があ

りますの、それぞれの取扱いを確認し、適切な執行となるよう十分にご注意願います。  
 
 
予定価格が１５０万円を超えない場合  
各教職員及び専攻等事務室にて発注（契約）することが可能です。  
 
※契約手続きについては、先に記載のとおり  
※物品購入等の手続きにあたり、不明な点がありましたら専攻等事務室会計担当係又

は経理課用度係に相談して下さい。  
 
 
予定価格が１５０万円を超え３００万円を超えない場合  
事務部経理課用度係又は施設管理係で契約手続きを行います。  

①購入依頼書に参考見積書と資料（カタログ等）を添付して各専攻事務室会計担当係へ

依頼して下さい。  
②各専攻事務室会計担当係において書類内容の確認後、各専攻事務室会計担当係より経

理課（用度係・施設管理係）へ契約手続きの依頼があった後は、購入依頼者との購入

する物品等の仕様内容等について、直接経理課（用度係・施設管理係）の担当者が確

認作業を行います。  
 
※契約（発注）までに数週間～１ヶ月程度の手続き期間を要します。  
※必要となる資料は、案件の種類や金額によって異なりますので、その都度、各専攻

事務室会計担当係又は経理課（用度係・施設管理係）に相談して下さい。  
 
 
予定価格が３００万円を超える場合  
本部事務機構財務部で契約手続きを行います。  

①購入依頼書に参考見積書と資料（カタログ等）を添付して各専攻事務室会計担当係へ

依頼して下さい。  
②各専攻事務室会計担当係において書類内容の確認後、各専攻事務室会計担当係より経

理課（用度係・施設管理係）へ契約手続きの依頼があった後は、購入依頼者との購入
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する物品等の仕様内容等について、直接経理課（用度係・施設管理係）の担当者が確

認作業を行います。  
 
※契約（発注）までに２ヶ月程度の手続き期間を要します。  
※必要となる資料は、案件の種類や金額によって異なりますので、その都度、各専攻

事務室会計担当係又は経理課（用度係・施設管理係）に相談して下さい。  
 

物品等及びサービス（工事、建築のためのサービス等を除く）の政府調達適用基準額 

１０万ＳＤＲ ＝ １，２００万円 

政府調達契約として国際入札を行う必要があり、本部事務機構財務部で契約手続きを

行います。  
契約（発注）までにおよそ６ヶ月、その後納品までの期間を１５０日要するため、計

画段階で経理課用度係にお知らせ下さい。  

予定価格が１２００万円を超える場合  （平成２４・２５年度）  
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東北大学職員倫理規程イメージ図 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対 象 者 

本学に勤務する全ての職員 

利害関係者 

次に関する事務に携わる職員が

職務上接触する相手方。 

○ 売買等の契約 

※ 契約の決裁を行う立場

にある教員、機種選定委

員会委員等に就任してい

る教員等も該当します。

○ 入学許可 

○ 学生の懲戒等 

利
害
関
係
者
以
外
の
者
と 

○
供
応
接
待
を
繰
り
返
し
受
け
る
な
ど
通
常
一
般
の
社
交
の
範
囲
を
超
え
る
よ
う
な
行
為
。 

の
間
に
お
け
る
禁
止
行
為 

○
飲
食
物
の
料
金
な
ど
を
、
そ
の
場
に
居
合
わ
せ
な
か
っ
た
者
に
支
払
わ
せ
る
こ
と
。
（
つ
け
回
し
） 

利害関係者との間における禁止行為 

 

○ 金銭・物品等の贈与を受けること。 

【禁止行為に該当しない場合】 

① 広く一般に配布する宣伝用物品や記念品の贈与。 

② 多数の者が出席する立食パーティーにおける記念品の贈与。 

○ 金銭・物品等の貸付けを受けること。 

【禁止行為に該当しない場合】 

① 利害関係者に当たる金融機関等からの一顧客としての貸付け。 

② 職務として利害関係者を訪問した際の筆記用具や電話等の借用。 

○ 役務（サービス）の提供を受けること。 

【禁止行為に該当しない場合】 

① 職務として利害関係者を訪問した際に、バス等が利用困難な場合

などのそれ相当な理由があるときの、利害関係者の社用車などの

利用。 

② 利害関係者が利用するタクシーがたまたま自分と同じ目的地に行

く場合などで、利害関係者の追加的負担もないときの、そのタク

シーへの便乗。 

③ 研修等の一環として参加を命じられた、利害関係者が主催する研

修会等への参加。 

○ 未公開株式を譲り受けること。 

【禁止行為に該当しない場合】 

① 一般の者と同じ条件で募集に応じる場合。 

② 利害関係が生じる以前からすでに株主であった場合で、他の株主

と同じ条件で新株が割り当てられる場合。 

③ 兼業の報酬として未公開株式や新株予約権を受領する場合。 

④ 兼業の報酬として得た新株予約権の権利を行使する場合。 

○ 供応接待を受けること。 

○ 共に飲食をすること。 

【禁止行為に該当しない場合】 

① 多数の者が出席する立食パーティーでの飲食。 

② 職務として出席した会議での簡素な飲食。 

③ 倫理監督者の承認又は兼業の許可を得て講演を行う際に講演の前

後に行う簡素な飲食。 

④ 利害関係者以外の者が主催する公的な性格を有する儀礼的な会合

でたまたま利害関係者と一緒になった場合の飲食。 

○ 共に遊技・ゴルフをすること。 

○ 共に旅行をすること。 

【禁止行為に該当しない場合】 

① 職務としての旅行をする場合。 

② ツアーに参加したところ、たまたま参加者の中に利害関係者がい

た場合。 

 

※ 禁止行為の例外 

○ 親族、学生時代の友人などの私的な関係がある利害関係者との禁止

行為（利害関係の状況等により問題がない場合に限る。）。 

○ 同じ部署等で勤務した関係や研修を同時に受けた関係がある利害関

係者との飲食（利害関係者以外の者を含む多数の者が出席し、自己

の費用を負担する場合に限る。）。 

贈与等報告書 

 

○ 報告の対象者 

一件につき５千円を超える贈与等で、かつ当該贈

与等を受けたときにおいて、特別な職責を担う職

（職責手当支給対象職）にある職員。 

 

○ 報告の時期 

・第１四半期（ ４月～６月分）７月 14 日まで 

・第２四半期（ ７月～９月分）10 月 14 日まで 

・第３四半期（10 月～12 月分）１月 14 日まで 

・第４四半期（ １月～３月分）４月 14 日まで 

 

※ 兼業許可を得て行った講演等や教員としての立

場で行ってきた教育研究成果に基づいて行う講

演等（その役職に基づいて関与する職務に関し

た講演等を除く。）の報酬については、報告の必

要はありません。 

ＮＯ ＹＥＳ

特別な職責を担う職にある職員 

職員給与規程第２１条第１項に規

定する本学の運営上特別な職責を

担う職（職責手当支給対象職）に

ある職員

贈与等

の報告

は不要 

禁止行為 

利害 

関係？

職責手当支

給対象職？

ＹＥＳ ＮＯ 

贈与等報告 

別紙２

〔参考〕http://www.bureau.tohoku.ac.jp/jinji/secure/rinri/image.pdf18
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、
適

宜
ご

利
用

く
だ

さ
い

。
　

　
・
税

込
金

額
が

5
0
万

円
以

上
の

高
額

消
耗

品
の

理
由

　
　

・
外

部
資

金
を

財
源

に
装

置
等

の
修

理
を

行
う

場
合

の
理

由
な

ど

　
◇

 寄
附

金
の

場
合

、
寄

付
金

名
称

を
記

入
。

　
◇

 科
学

研
究

費
補

助
金

の
場

合
、

研
究

種
目

、
課

題
番

号
、

研
究

代
表

者
氏

名
を

記
入

。
　

　
 （

書
き

き
れ

な
い

場
合

、
備

考
欄

で
も

可
。

）
　

◇
 受

託
研

究
の

場
合

、
研

究
課

題
名

を
記

入
。

　
◇

見
積

書
を

使
用

す
る

際
に

は
、

必
ず

日
付

が
記

入
さ

れ
て

い
る

か
確

認
お

願
い

し
ま

す
。

枚
の
内
（
　
　
　
）
・
別
紙
内
訳
書
（
　
　
　
）
枚
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契
約

金
額

(税
込

・
税

抜
)

8
0
,0

0
0

4
0
,0

0
0

規
格

が
あ

る
場

合
に

記
入

2

規
　

　
　

格
数

量

5
9
0
,0

0
0

備
　

　
　

考

規
格

が
あ

る
場

合
に

記
入

枚
の

内
（
　

　
　

）

品
　

名
　

・
　

件
　

名

合
　

　
計

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
4
0
,0

0
0

4

規
格

が
あ

る
場

合
に

記
入

契
約

単
価

(税
込

・
税

抜
)

2

規
格

が
あ

る
場

合
に

記
入

1

内
　
　
　
訳
　
　
　
書

2
0
0
,0

0
0

1
6
0
,0

0
0

1
5
0
,0

0
0

1
0
0
,0

0
0

1
5
0
,0

0
0

枚
の
内
（
　
　
　
）
・
別
紙
内
訳
書
（
　
　
　
）
枚

22



年
月

日

年
月

日

□
特

）
教

育
研

究
拠

点
機

能
（
研

究
）
【
4
0
1
0
1
2
0
4
】

□

□
特

）
教

育
研

究
拠

点
機

能
（
教

育
）
【
4
0
1
0
1
1
0
4
】

特
）
全

国
共

同
利

用
・
共

同
実

施
分

（
研

究
）
【
4
0
1
0
1
2
0
8
】

□

□
間

）
研

究
経

費
【
4
0
1
0
1
2
1
7
】

□
間

）
総

長
裁

量
経

費
（
一

般
）
【
4
0
1
0
1
7
1
9
】

□
間

）
総

長
裁

量
経

費
（
教

育
）
【
4
0
1
0
1
1
1
8
】

間
）
総

長
裁

量
経

費
（
研

究
）
【
4
0
1
0
1
2
1
8
】

□

□
運

）
研

究
経

費
【
4
0
1
0
1
2
0
1
】

運
）
教

育
研

究
支

援
経

費
【
4
0
1
0
1
3
0
1
】

□

□
運

）
総

長
裁

量
経

費
（
研

究
）
【
4
0
1
0
1
2
0
2
】

間
）
全

学
的

基
盤

経
費

（
支

援
）
【
4
0
1
0
1
3
1
9
】

□

※
金

額
欄

は
予

算
残

額
の

範
囲

内
で

見
積

価
格

又
は

概
算

金
額

を
記

載
す

る
こ

と
。

上
記

に
つ

い
て

、
契

約
し

て
よ

ろ
し

い
か

伺
い

ま
す

。
※

契
約

金
額

（
太

枠
内

）
は

契
約

事
務

担
当

に
お

い
て

記
載

の
た

め
空

欄
と

す
る

こ
と

。

※
寄

附
金

の
場

合
、

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト
名

称
欄

に
は

寄
附

金
名

称
を

記
入

す
る

こ
と

。
契

約
日

（
承

認
日

）
　

　
平

成
　

　
　

年
　

　
　

月
　

　
　

日
※

科
学

研
究

補
助

金
の

場
合

、
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
名

称
欄

に
は

「
研

究
種

目
」
、

「
課

題
番

号
」
、

「
研

究
代

表
者

氏
名

」
を

記
入

す
る

こ
と

。

※
受

託
研

究
の

場
合

、
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
名

称
欄

に
は

「
研

究
課

題
名

」
を

記
入

す
る

こ
と

。

※
見

積
書

を
購

入
依

頼
書

の
内

訳
書

と
し

て
使

用
す

る
場

合
に

は
、

必
ず

日
付

が
記

入
さ

れ
て

い
る

か
確

認
す

る
こ

と
。

□□ □ □

間
）
一

般
管

理
費

【
4
0
1
0
1
7
1
8
】

運
）
教

育
経

費
【
4
0
1
0
1
1
0
1
】

間
）
教

育
経

費
【
4
0
1
0
1
1
1
7
】

【
事

務
部

門
に

よ
る

発
注

】

品
　

名
　

・
　

件
　

名
規

　
　

格
（
メ

ー
カ

ー
名

、
型

式
等

）

□
購

入
依

頼
書

（
購

入
依

頼
書

兼
支

出
契

約
決

議
書

）

数
　

量
金

　
　

　
額

依
　

頼
　

者

消
費

税
及

び
地

方
消

費
税

額
額

（
 内

 ・
 外

 ）

目
的

科
目

(予
算

科
目

)

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

名
称

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

コ
ー

ド

運
）
一

般
管

理
費

【
4
0
1
0
1
7
0
1
】

□□

予
算

責
任

者
等

連
絡

先

契
 約

 金
 額

( 
 税

込
  

・
  

税
抜

  
)

依
　

頼
　

者

大
学

運
営

資
金

等

納
入

業
者

納
入

期
限

所
管

コ
ー

ド
(セ

グ
メ

ン
ト

コ
ー

ド
)

備
考

納
入

場
所

　

平
 成

依
頼

日
平

成

部
局

名
部

署

外
部

資
金

（
寄

附
金

、
科

研
費

、
補

助
金

等
を

含
む

）

合
　

　
計

所
管

名
称

(
セ

グ
メ

ン
ト

名
称

)

担
当

係
長

担
当

者
経

理
責

任
者

等

枚
の

内
（

　
　

　
）

・
別

紙
内

訳
書

（
　

　
　

）
枚
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枚
の

内
（
　

　
　

）

品
　

名
　

・
　

件
　

名
備

　
　

　
考

規
　

　
　

　
格

数
量

単
　

価

資
料

４

金
　

　
　

額
契

約
単

価
（
税

込
・
税

抜
）

契
約

金
額

（
税

込
・
税

抜
）

内
　

　
　

訳
　

　
　

書

合
　

　
計

枚
の

内
（

　
　

　
）

・
別

紙
内

訳
書

（
　

　
　

）
枚
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年
月

日

年
月

日

□
特

）
教

育
研

究
拠

点
機

能
（
研

究
）
【
4
0
1
0
1
2
0
4
】

□

□
特

）
教

育
研

究
拠

点
機

能
（
教

育
）
【
4
0
1
0
1
1
0
4
】

特
）
全

国
共

同
利

用
・
共

同
実

施
分

（
研

究
）
【
4
0
1
0
1
2
0
8
】

□

□
間

）
研

究
経

費
【
4
0
1
0
1
2
1
7
】

□
間

）
総

長
裁

量
経

費
（
一

般
）
【
4
0
1
0
1
7
1
9
】

□
間

）
総

長
裁

量
経

費
（
教

育
）
【
4
0
1
0
1
1
1
8
】

間
）
総

長
裁

量
経

費
（
研

究
）
【
4
0
1
0
1
2
1
8
】

□

□
運

）
研

究
経

費
【
4
0
1
0
1
2
0
1
】

運
）
教

育
研

究
支

援
経

費
【
4
0
1
0
1
3
0
1
】

□

□
運

）
総

長
裁

量
経

費
（
研

究
）
【
4
0
1
0
1
2
0
2
】

間
）
全

学
的

基
盤

経
費

（
支

援
）
【
4
0
1
0
1
3
1
9
】

□

上
記

に
つ

い
て

、
契

約
し

て
よ

ろ
し

い
か

伺
い

ま
す

。

契
約

日
（
承

認
日

）
　

　
平

成
　

　
　

年
　

　
　

月
　

　
　

日

担
当

係
長

担
当

者
経

理
責

任
者

等

外
部

資
金

（
寄

附
金

、
科

研
費

、
補

助
金

等
を

含
む

）

契
 約

 金
 額

( 
 税

込
  

・
  

税
抜

  
)

予
算

責
任

者
等 内

線
番

号

合
　

　
計

所
管

名
称

(
セ

グ
メ

ン
ト

名
称

)

予
算

配
分

先
名

称
（
例

：
○

○
○

○
共

通
経

費
　

等
）

所
管

コ
ー

ド
(セ

グ
メ

ン
ト

コ
ー

ド
)

備
考

納
入

場
所

　
所

管
コ

ー
ド

が
分

か
ら

な
い

場
合

に
は

空
欄

で
も

構
い

ま
せ

ん

平
 成

依
頼

日
平

成

○
○
○
○
専
攻
○
○
○
○
講
座
　
等

理
学
　
太
郎

部
局

名
部

署
理
学
部
・
理
学
研
究
科

依
　

頼
　

者

大
学

運
営

資
金

等

納
入

業
者

建
物

名
称

及
び

部
屋

番
号

（
例

：
物

理
研

究
棟

○
○

○
号

室
　

等
）

納
入

期
限

連
絡

先

印
印

目
的

科
目

(予
算

科
目

)

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

名
称

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

コ
ー

ド
所

管
コ

ー
ド

が
分

か
ら

な
い

場
合

に
は

空
欄

で
も

構
い

ま
せ

ん

運
）
一

般
管

理
費

【
4
0
1
0
1
7
0
1
】

□□

消
費

税
及

び
地

方
消

費
税

額
額

（
 内

 ・
 外

 ）

（
購

入
依

頼
書

兼
支

出
契

約
決

議
書

）

（
内

訳
書

・
見

積
書

使
用

の
際

は
空

欄
）
（
内

訳
書

・
見

積
書

使
用

の
際

は
合

計
額

）

数
　

量

○
○

，
○

○
○

金
　

　
　

額

○
○

個
　

等

依
　

頼
　

者
【
事

務
部

門
に

よ
る

発
注

】

品
　

名
　

・
　

件
　

名

内
訳

書
又

は
見

積
書

を
使

用
の

際
は

「
○

○
○

　
○

個
　

他
」
と

記
入

規
　

　
格

（
メ

ー
カ

ー
名

、
型

式
等

）

●
内

訳
書

使
用

の
際

は
、

「
別

紙
内

訳
書

の
と

お
り

」
と

　
記

入
し

内
訳

書
を

作
成

□
購

入
依

頼
書

●
見

積
書

使
用

の
際

は
、

「
別

紙
見

積
書

の
と

お
り

」
と

　
記

入
し

見
積

書
を

添
付

運
）
教

育
経

費
【
4
0
1
0
1
1
0
1
】

間
）
教

育
経

費
【
4
0
1
0
1
1
1
7
】

□□ □ □

間
）
一

般
管

理
費

【
4
0
1
0
1
7
1
8
】

　
◇

水
色

部
分

を
ご

記
入

願
い

ま
す

。
　
◇

 寄
附

金
の

場
合

、
寄

付
金

名
称

を
記

入
。

　
◇

 科
学

研
究

費
補

助
金

の
場

合
、

研
究

種
目

、
課

題
番

号
、

研
究

代
表

者
氏

名
を

記
入

。
　

　
 （

書
き

き
れ

な
い

場
合

、
備

考
欄

で
も

可
。

）
　

◇
 受

託
研

究
の

場
合

、
研

究
課

題
名

を
記

入
。

　
◇

見
積

書
を

使
用

す
る

際
に

は
、

必
ず

日
付

が
記

入
さ

れ
て

い
る

か
確

認
お

願
い

し
ま

す
。

 ◇
納

入
期

限
は

、
原

則
、

研
究

室
へ

記
入

を
お

願
い

し
て

お
り

ま
す

。
　

　
（
納

入
期

限
は

、
希

望
日

を
記

入
す

る
。

）

枚
の
内
（
　
　
　
）
・
別
紙
内
訳
書
（
　
　
　
）
枚
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合
　

　
計

1
6
0
,0

0
0

8
0
,0

0
0

5
0
,0

0
0

5
0
,0

0
0

金
　

　
　

額
契

約
単

価
（
税

込
・
税

抜
）

契
約

金
額

（
税

込
・
税

抜
）

内
　
　
　
訳
　
　
　
書

数
量

単
　

価

資
料

４

4
0
,0

0
0

2
規

格
が

あ
る

場
合

に
記

入
2
0
,0

0
0

規
格

が
あ

る
場

合
に

記
入

規
格

が
あ

る
場

合
に

記
入

1 2

備
　

　
　

考
規

　
　

　
　

格

枚
の

内
（
　

　
　

）

品
　

名
　

・
　

件
　

名

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

枚
の
内
（
　
　
　
）
・
別
紙
内
訳
書
（
　
　
　
）
枚

26
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嚔コ彳旄堙朝陬戻彳旄

襯

せコ鏥蹙栽晒淀朋ǘ溫戻通不削蛬箆際傘祭碕甑

"θコ鏥腴削薇裁腰屍鴫施紫詞始実詩燦母ぁ裁母ぁ巸歳:暼裁崎哉作哉寢淋削朔腰

漉":暼癆）鯖栽削蛬箆昨祭碕甑χ

せ謚腴哉昨宙曚歳:ィ埼済傘鎬廋θ媧率鎬っχ里索10ホ昨不杞歳:ィ箆陋傘鎬廋燦

漉盻剤⎨沈際傘祭碕甑
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